
議員提出第２号議案  

 

東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２５年２月１２日 

 

提出者 東京都台東区議会議員  

鈴 木   純   望 月 元 美  

      東   久仁子   本 目 さ よ  

      君 塚 裕 史   松 尾 伸 子  

      寺 田   晃   冨 永 龍 司  

      小 髙   明   早 川 太 郎  

      石 川 義 弘      髙 森 喜美子  

      石 塚   猛   水 島 道 徳  

      河 野 純之佐      小 坂 義 久  

      阿 部 光 利   鈴 木 一 郎  

      秋 間   洋      和 泉 浩 司  

          太 田 雅 久    青 柳 雅 之  

          木 下 悦 希   小 菅 千保子  

          堀 越 秀 生      橋 詰 高 志  

                  寺 井 康 芳      伊 藤 萬太郎  

                   木 村   肇      清 水 恒一郎  

                田 中 伸 宏      茂 木 孝 孔  



 

東京都台東区議会議長 青 柳 雅 之 殿  

 

（提案理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、公聴会

及び参考人に関し、規定の整備を図るため提出します。



   東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則  

 

東京都台東区議会会議規則（昭和３６年６月３０日議決）の一

部を次のように改正する。  

 目次を次のように改める。  

目次  

第１章 総則（第１条―第１２条） 

第２章 議案の提出及び動議（第１３条―第１８条） 

第３章 議事日程（第１９条―第２２条） 

第４章 選挙（第２３条―第３２条） 

第５章 議事（第３３条―第４７条） 

第６章 発言（第４８条―第６２条） 

第７章 公聴会及び参考人（第６３条―第７０条）  

第８章 委員会（第７１条―第８３条）  

第９章 表決（第８４条―第９５条）  

第１０章 請願（第９６条―第１０２条）  

第１１章 秘密会（第１０３条・第１０４条）     

第１２章 議員の辞職及び資格の決定（第１０５条―第１１５

条）  

第１３章 規律（第１１６条―第１２４条）  

第１４章 懲罰（第１２５条―第１３３条）  

第１５章 会議録（第１３４条―第１３８条）  

第１６章 議員の派遣（第１３９条）  

第１７章 補則（第１４０条）       

付則  



 第１５条中「第１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。 

 第３６条第１項中「第９０条」を「第９８条」に改める。 

第３７条中「第７５条」を「第８３条」に改める。 

第３８条第１項中「または」を「又は」に、「第７４条第２項」

を「第８２条第２項」に改め、同条第３項中「または」を「又は」

に改める。 

第４７条中「第１２１条」を「第１２１条第１項本文」に改め

る。 

第１３２条を第１４０条とする。 

第１６章を第１７章とする。 

第１３１条を第１３９条とする。 

第１５章を第１６章とする。 

第１３０条を第１３８条とし、第１２７条から第１２９条まで

を８条ずつ繰り下げる。 

第１２６条第１４号中「または」を「又は」に改め、同条を第

１３４条とする。 

第１４章を第１５章とする。 

第１２５条を第１３３条とし、第１２４条を第１３２条とする。 

第１２３条中「または」を「又は」に改め、同条を第１３１条

とする。 

第１２２条ただし書中「、または」を「又は」に改め、同条を

第１３０条とする。 

第１２１条中「または」を「又は」に改め、同条を第１２９条

とする。 

第１２０条中「または」を「又は」に改め、同条を第１２８条



とする。 

第１１９条を第１２７条とする。 

第１１８条中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第

１２６条とする。 

第１１７条第２項ただし書中「第９６条第２項」を「第１０４

条第２項」に改め、同条を第１２５条とする。 

第１３章を第１４章とする。 

第１１６条を第１２４条とし、第１１１条から第１１５条まで

を８条ずつ繰り下げる。 

第１１０条中「または」を「又は」に改め、同条を第１１８条

とする。 

第１０９条を第１１７条とし、第１０８条を第１１６条とする。 

第１２章を第１３章とする。 

第１０７条を第１１５条とし、第１０６条を第１１４条とする。 

第１０５条中「または」を「又は」に改め、同条を第１１３条

とする。 

第１０４条を第１１２条とし、第９７条から第１０３条までを

８条ずつ繰り下げる。 

第１１章を第１２章とする。 

第９６条を第１０４条とし、第９５条を第１０３条とする。 

第１０章を第１１章とする。 

第９４条を第１０２条とする。 

第９３条中「すみやかに」を「速やかに」に、「てんまつ」を「の

経過及び結果」に改め、同条を第１０１条とする。 

第９２条を第１００条とし、第８８条から第９１条までを８条



ずつ繰り下げる。 

第９章を第１０章とする。 

第８７条を第９５条とし、第８６条を第９４条とし、第８５条

を第９３条とする。 

第８４条中「第２５条、第２６条、第２７条、第２８条、第２

９条、第３０条第１項及び第３１条」を「第２５条から第２９条

まで、第３０条第１項、第３１条及び第３２条」に改め、同条を

第９２条とする。 

第８３条を第９１条とし、第８２条を第９０条とする。 

第８１条中「、または」を「又は」に改め、同条を第８９条と

する。 

第８０条中「、または」を「又は」に改め、同条を第８８条と

する。 

第７９条第２項中「、または」を「又は」に、「記名または」を

「記名又は」に改め、同条を第８７条とする。 

第７８条を第８６条とし、第７７条を第８５条とし、第７６条

を第８４条とする。 

第８章を第９章とする。 

第７５条中「または」を「又は」に改め、同条を第８３条とす

る。 

第７４条を第８２条とする。 

第７３条中「または」を「又は」に改め、同条を第８１条とす

る。 

第７２条中「または」を「又は」に改め、同条を第８０条とす

る。 



第７１条第２項中「第１０９条の２第４項」を「第１０９条第

３項」に改め、同条を第７９条とする。 

第７０条中「第１００条」を「第１００条第１項前段」に、「ま

たは」を「又は」に改め、同条を第７８条とする。 

第６９条中「または」を「又は」に改め、同条を第７７条とす

る。 

第６８条第１項中「または」を「又は」に改め、同条を第７６

条とする。 

第６７条中「または」を「又は」に改め、同条を第７５条とす

る。 

第６６条中「または」を「又は」に改め、同条を第７４条とす

る。 

第６５条を第７３条とし、第６４条を第７２条とし、第６３条

を第７１条とする。 

第７章を第８章とし、第６章の次に次の１章を加える。  

第７章 公聴会及び参考人 

（公聴会開催の手続） 

第６３条 会議において公聴会を開く議決があつたときは、議長

は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な

事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） 

第６４条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらか

じめ文書でその理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なけ

ればならない。 

（公述人の決定） 



第６５条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学

識経験者等（以下「公述人」という。）は、前条の規定によりあ

らかじめ申し出た者及びその他の者の中から、議会において定

め、議長を経て本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及

び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばな

ければならない。 

（公述人の発言） 

第６６条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得な

ければならない。 

２ 前項に規定する発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲

を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動

があるときは、議長は発言を制止し、又は退席させることがで

きる。 

（議員と公述人の質疑） 

第６７条 議員は、公述人に対し質疑することができる。  

２ 公述人は、議員に対し質疑をすることができない。 

（代理人又は文書による意見の陳述） 

第６８条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見

を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合

は、この限りでない。 

（参考人） 

第６９条 会議において参考人の出席を求める議決があつたとき

は、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする



案件その他必要な事項を通知しなければならない。  

２ 参考人については、前３条の規定を準用する。 

（入場の制限） 

第７０条 議長は、公聴会において必要があると認めるときは、

一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。 

付 則 

この規則は、平成２５年３月１日から施行する。 


